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平成２２年度第２回理事会議事録 

 

 

日  時  平成２２年６月９日（水） １４：００～ 

 

場  所  日本体育協会 理事・監事室 

 

出 席 者  <理事> 

森会長、佐治副会長、森副会長、監物副会長、岡崎専務理事、 

泉常務理事、尾崎常務理事、板屋越、岩名、神尾、小林、 

坂本、相良、篠宮、竹下、竹田、田中、不老、山本、渡邊、 

の各理事 

<委任> 

斉藤、常山、樋口、福島、御手洗の各理事（議長に委任） 

<監事> 

片岡、中村の各監事 

 

理事総数２５名、うち出席２０名、委任５名、計２５名で寄附行為第３２条に基

づき理事会成立。 

 

議  案 

 第 1 号  平成２１年度事業報告及び決算について     （岡崎専務理事） 

平成２０年３月に策定した「２１世紀の国民スポーツ振興方策－スポ

ーツ振興２００８－」に基づき、国民スポーツの普及・振興に関する事

業として、国民スポーツ推進キャンペーンをはじめ、各種事業を実施し

た旨、資料に基づき概要を説明。 

決算については、「財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書、キ

ャッシュ・フロー計算書、財産目録、財務諸表に対する注記）」及び収

支計算書を作成し、資料に基づき次のとおり説明。 

収入については、当期収入合計６２億２千４百２６万７千５百６９円

に、前期繰越収支差額１億６百９１万１千９百４６円を加えた６３億

３千１百１７万９千５百１５円が収入総額となり、予算額に対して８千

２百１２万５千５百１５円の増となった。また、支出については、当期

支出合計が６１億８千１４万５千２百２５円となった。このことから

当期収支差額が４千４百１２万２千３百４４円となり、これに前期繰越

収支差額を加えた次期繰越収支差額は、１億５千１百３万４千２百９０円

となった。 
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本会の財政状況を他の「財務諸表」で見ると、期末における資産

合計は４６億９千７百５９万９千４百５８円、負債合計は１０億５千

２百７０万８千２百８１円となることから、正味財産合計は３６億４千

４百８９万１千１百７７円となる。その内訳は、一般正味財産３５億

１千６百３０万７千２百１７円、寄付者等の意志により特定の目的等に

使途が制約される指定正味財産１億２千８百５８万３千９百６０円とな

ることを説明し、事業報告及び決算案について諮り、原案どおり満場一

致でこれを承認。 

また、去る３月１０日開催の平成２１年度第７回理事会にて報告した

本会保有の「日本航空システム第１回社債」の年度末評価額は

１千７百５万円となり８千２百９５万円の評価損を本決算に計上してい

るが、他の運用債権等の評価損益との相殺により、運用資産の全体的な

評価損益は２千４百万円程度の評価損に留まったことから、日本航空が

裁判所及び債権団体に提出する「再生計画（案）」に鑑み、裁判所の裁

定による弁済額の決定を待って対応する旨報告し、これを了承。 

なお、本件については、６月１６日開催の平成２２年度第１回評議員

会に付議することとした。 

 

第２号  平成２２年度第１次補正予算について      （岡崎専務理事） 

平成２２年度予算については、去る３月２４日開催の平成２１年度第

２回評議員会において、公営競技団体等補助金・助成金等の内定があり

次第、第１次補正予算を編成し、改めて審議する旨の承認を得ており、

その後、補助金、助成金等の内定を受けたことなどをもとに編成した。 

また、公益財団法人移行申請の手続上、今回から「平成２０年度公益

法人会計基準」に基づき補正予算を作成している。 

補助金等収入については、文部科学省委託金は増額、競輪公益資金補

助金は減額内定となったことにより、合計で現行予算額に対して３千

４百１１万５千円減の２９億４千９百７１万９千円を計上した。 

寄付金収入については、昨年実績を考慮し、２千６百１１万８千円減

の７億２千１百５３万３千円を計上した。 

事業収入では、国民スポーツ推進キャンペーン協賛金収入及び各種教本

販売収入において昨年実績を考慮し、１億９百２８万２千円減の１４億

７千７百２７万９千円を計上した。 

支出については、事業費全体では、現行予算額に対して２千１４万

４千円減の５２億５千５百１万７千円を計上した。主な変更点として、

国民体育大会等事業＜公益目的事業１＞は、日本スポーツマスターズ大

会における運営経費見直しによる減額。青少年スポーツ育成事業＜公益
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目的事業７＞は、スポーツ少年団登録運営経費の見直しによる減額。日

本体育協会特別記念事業＜公益目的事業９＞は、本会創立１００周年事

業にて、人件費を管理費から振替計上したことによる増額。管理費は、

管理費・人件費において、各事業費に配分する人件費を見直したこと等

により増額。 

これらにより支出総額は、現行予算額に対して１千８百４８万１千円

減の６４億９千６百５万６千円を計上した。 

以上の内容を資料に基づき説明の後諮り、原案どおり満場一致でこれ

を承認。 

なお、本件については、６月１６日開催の平成２２年度第１回評議員

会に付議することとした。 

 

第３号  新公益法人制度への対応について 

（１）移行認定のための定款について             （岡崎専務理事） 

公益財団法人へ移行認定申請で提出する定款については、これまで、総

合企画委員会及び企画部会において検討した結果、内閣府公益認定等委

員会事務局と、概ね合意を得た段階となった。 

定款案は「第１章 総則」から「第１５章 補則」、附則及び別表第１

を記載している。各章の内容については、基本的には、内閣府が公表し

ているモデル定款に沿った内容となっている。「第３章 加盟団体」、

「第９章 日本スポーツ少年団」、「第１０章 諮問委員会」、「第

１１章 専門委員会及び特別委員会」、「第１２章 事務局」及び「第

１５章 補則」については、本会が独自に必要とする項目として、現行

寄附行為に基づき作成している。 

主な内容としては、「第１条 名称」は「公益財団法人日本体育協会」、

「第４条 事業」は１０種類の公益目的事業、「第５条 その他の事業」

は２種類の収益事業を記載した。「第１６条 評議員」では評議員の人

数を１０６名以上１２０名以内とし、役員等については「第２５条 種

類及び定数」において、「理事１８名以上２８名以内、監事２名又は３

名」とし、「会長１名を代表理事とし、業務執行理事として、副会長３

名以内、専務理事１名、常務理事３名以内を置く」こととした。 

附則については、移行認定時の定款の効力発生日、最初の代表理事をは

じめとする役員及び評議員を記載する。さらに別表として基本財産の内

訳を記載するなどを諮り、これを承認。 

なお、今後は６月１６日開催の第１回評議員会においての審議経て、

本年８月から９月には、移行認定申請を行う旨を併せて説明。 
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（２）評議員及び役員選任規則の一部改正について     （岡崎専務理事） 

去る３月１０日開催の平成２１年度第７回理事会では、「新公益法人制

度への移行後、最初の評議員、理事及び監事の選任方法」を定めるため

「評議員及び役員選任規則」を承認いただいた。 

現行の寄附行為において、学識経験理事は、会長を含め１０名と定め、

会長以外の９名の学識経験理事のうち、４名については、「評議員及び

役員選任規則」第３条第１項第３号において、会長は、「都道府県体育

協会連合会会長、日本スポーツ少年団本部長、財団法人スポーツ振興資

金財団会長、本会事務局長の４名を推薦すること」と定めている。 

しかしながら、新公益法人制度では、法人業務を執行する理事は、法令

や定款で定める理事の職務の遂行状況を、理事会、評議員会及び監事か

らの監督・監査が行われる。 

以上のことから、学識経験理事のうち、都道府県体育協会連合会会長を

都道府県体育協会連合会幹事長に変更すること、また、スポーツ振興資

金財団会長を削除する旨を諮り、これを承認。 

また、本日承認された「評議員及び役員選任規則」について、本日付で

施行する旨も併せて諮り承認された。 

以上のことから、現行寄附行為における会長推薦による理事候補者は９

名となる旨を併せて説明。 

 

（３）移行後、最初の学識経験評議員候補者の推薦について （岡崎専務理事） 

新公益法人への移行後、最初の学識経験評議員は、「評議員及び役員選

任規則」第２条第２項において、「理事会が推薦する学識経験者１４名

以内」と定めていることから、法人運営上の広い見識を有し、国民スポ

ーツ振興事業に対する造詣が深い学識経験者１０名を評議員選定委員会

に推薦したい旨を諮り、これを承認。 

 

（４）移行後、最初の学識経験理事・監事候補者の推薦について  （森会長） 

「寄附行為」第２３条２項３号及び「評議員及び役員選任規則」第３

条３項において、学識経験理事は「会長が推薦する」こととなっている

ことから、本日承認された「評議員及び役員選任規則」にもとづき、学

識経験理事候補者並びに監事候補者を、６月１６日開催の平成２２年度

第１回評議員会において推薦したい旨を諮り、これを承認。 

 

報告事項 

１．会務関係 

（１）公益財団法人への移行後、最初の評議員について   （岡崎専務理事） 
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公益財団法人への移行後、最初の評議員については、去る１月１４日

開催の平成２１年度第６回理事会において承認され、２月２５日付で文

部科学省から認可を得た「財団法人日本体育協会における最初の評議員

の選任方法」及び「評議員選定委員会規則」に基づき、評議員選定委員

会を設置し、選任することとしている。 

また、評議員候補者については、各加盟団体より、４月下旬までに本会

宛に推薦いただいた後、理事会および評議員会に文書提案を行い、加盟

団体からの評議員候補者を、評議員会として評議員選定委員会に推薦す

る旨の了解を得た。 

この度、５月２１日に第１回評議員選定委員会を開催し、評議員会から

推薦のあった評議員候補者について、候補者の経歴、候補者とした理由、

認定法に定める欠格事由の有無を中心に審議し、競技団体５３団体５３

名、都道府県体育協会４７都道府県４７名、関係スポーツ団体４団体４

名、合計１０４名を評議員として選任した旨を報告。 

 

（２）日本体育協会・日本オリンピック委員会創立１００周年記念事業について 

  ・寄付金の募集について                （森部会長） 

平成２２年度第１回理事会において、寄付金募集趣意書の概要を報

告していたが、この度、趣意書が完成し、この趣意書にもとづき加盟

団体等へ寄付金の依頼をしていく旨を報告。 

  ・シンポジウム開催要項について           （尾崎部会長） 

地域シンポジウム、総括シンポジウムの基調講演者とその演題及びパ

ネルディスカッションにおけるパネリスト等が決定した。この後は募

集パンフレットを作成し、各シンポジウムへの参加者を募っていく旨

を報告。 

 

２．日本スポーツマスターズ２０１１石川大会の会期及び会場地について 

                             （不老委員長） 

明年開催となる日本スポーツマスターズ２０１１石川大会の会期につい

ては、石川県と調整の結果、平成２３年９月１６日（金）から２０日（火）

までの５日間、水泳競技は、８月２６日（土）から２７日（日）の２日

間、ゴルフ競技については、９月１４日（水）から１６日（金）までの

３日間で開催すること、また、会場地については、石川県内の調整を経て、

資料記載の１３市町とする旨を報告。なお、会場地について、今後、変更

等があった場合は、その調整を委員長に一任することを了承した。 

 

その他 
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・会議日程について                   （岡崎専務理事） 

平成２２年度第１回評議員会を、６月１６日（水）１３時から品川プリン

スホテルにて開催するが、当日は、公益財団法人移行後の役員選任を予定し

ているため、第３回理事会も開催すること、また、評議員会終了後、同会場

にて秩父宮記念スポーツ医・科学賞表彰式及び受賞祝賀会を開催、次回第４

回理事会を７月７日（水）１４時から開催する旨を報告。 

 

以上の諸報告をいずれも了承し、１５時１５分閉会。 

 


